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令和７年度滋賀県食品衛生監視指導計画に基づく実施結果 
 

 滋賀県では、食品の安全性確保を図るため、食品衛生法第 24条第１項の規定により、食品衛生

監視指導計画を定め、食品関係営業施設への立入検査や食品等の試験検査等を行っています。 

 このたび、令和７年度の計画に基づく監視指導等の実施状況をとりまとめましたので公表します。 

 

１ 食品営業施設への立入検査実施状況 

（１）監視対象施設数および監視指導実施件数 （表１、表２） 

 令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日までの 1 年間に、保健所、食肉衛生検査所および食品

安全監視センターが食品等の製造・販売等を行う施設に対して監視指導を実施した結果は表１のとお

りです。 

 許可を必要とする食品関係営業施設（以下「食品関係許可施設」という。）15,899 施設および届出を

必要とする食品関係営業施設（以下「食品関係届出施設」という。）6,662施設に対して、業態または施

設ごとに、取り扱う食品の特殊性、流通の広域性、危害発生の可能性などを考慮して、年間の立入回

数を設定して、県が定めた計画件数 8,900件に対して 8,239件の立入検査を行いました。 

 これらの立入検査において、改善等の指導を 1,886 件、営業停止処分や始末書徴収等の行政措置

を 15件行いました。 

 

（２）重点的に実施した監視等実施状況 （再掲） 

ア 食品、添加物等の夏期一斉監視 （表３） 

 令和 7年 7月 1日から 7月 31日にかけて、夏期における食中毒の発生防止および食品衛生の

向上を図るため、食品関係許可施設および食品関係届出施設に対して監視指導を実施しました。

監視指導施設数は延べ 1,680施設であり、改善等の指導を 265件行いました。 

 

イ 食品、添加物等の年末一斉監視 （表４） 

 令和 7年 12月 1日から 12月 26日にかけて、年末における食中毒の発生防止および食品衛生

の向上を図るため、食品関係許可施設および食品関係届出施設に対して監視指導を実施しまし

た。監視指導施設数は延べ 1,457施設であり、改善等の指導を 263件行いました。 

 

ウ 腸管出血性大腸菌、カンピロバクター等食中毒予防対策 （表５） 

 令和 7年 4月 1日から令和 8年 2月 27日にかけて、飲食店（焼肉・焼き鳥料理店等の肉料理を

提供する施設）等延べ 124 施設（うち生食用の食鳥肉の提供施設延べ 21 施設含む。）ならびに認

定小規模食鳥処理場および併設食品営業施設延べ 37施設に対し、生食メニューの提供自粛、十

分な加熱調理の徹底、加熱用表示の徹底、二次汚染の防止および生食用食肉の規格基準の遵

守等について監視指導を実施し、改善等の指導を 90件行いました。 

改善等の指導を行った施設のうち、加熱用の食鳥肉を生食として提供していた施設に対しては、

提供自粛を指導しました。また、生食用の食鳥肉を生食として提供していた施設に対しては、提供

自粛を指導するとともに、納入元からの検査成績書の入手または自主検査の実施により、カンピロ

バクター陰性を確認するよう指導しました。 
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（表１）監視対象施設数および監視指導実施件数 

業  種 
監視対象 
施設数 

監視指導 
実施件数 

指導件数 
行政措置 
件数 

食
品
関
係
許
可
施
設
（
旧
食
品
衛
生
法
に
基
づ
く
許
可
） 

飲食店営業 2,158 1,503 645 3 

菓子製造業 479 428 140 0 

乳処理業 6 7 4 0 

乳製品製造業 12 24 16 0 

魚介類販売業 283 216 52 1 

魚肉練り製品製造業 2 5 3 0 

食品の冷凍・冷蔵業 18 24 13 0 

缶詰・瓶詰食品製造業 3 6 2 0 

喫茶店営業 73 20 5 0 

あん類製造業 0※１ 1 1 0 

アイスクリーム類製造業 51 37 9 0 

食肉処理業 11 19 8 0 

食肉販売業 391 240 75 1 

食肉製品製造業 14 59 19 0 

食用油脂製造業 2 1 0 0 

みそ製造業 24 25 9 0 

醤油製造業 1 7 4 0 

ソース類製造業 14 15 10 0 

酒類製造業 9 9 5 0 

豆腐製造業 11 14 9 0 

納豆製造業 2 0 0 0 

めん類製造業 25 21 7 0 

そうざい製造業 151 141 50 0 

添加物製造業 8 7 3 0 

清涼飲料水製造業 16 21 12 0 

小  計 3,764 2,850 1,101 5 

業  種 
監視対象 
施設数 

監視指導 
実施件数 

指導件数 
行政措置
件数 

食
品
関
係
許
可
施
設
（
改
正
食
品
衛
生
法
に
基
づ
く
許
可
） 

飲食店営業 8,077  2,079  327  6  

調理の機能を有する自動販売機 122  11  3  0  

食肉販売業 413  207  32  0  

魚介類販売業 316  162  19  1  

魚介類競り売り業 1  2  1  0  

乳処理業 10  13  9  0  

食肉処理業 47  272  8  0  

菓子製造業 1,568  611  106  0  

アイスクリーム類製造業 28  35  21  0  

乳製品製造業 28  35  15  0  

清涼飲料水製造業 33  37  20  0  

食肉製品製造業 17  23  14  0  

水産製品製造業 67  18  6  0  

液卵製造業 2  2  2  0  

食用油脂製造業 8  3  1  0  

みそ又はしょうゆ製造業 112  40  14  0  

酒類製造業 56  18  5  0  

豆腐製造業 22  4  1  0  

納豆製造業 1  0  0  0  

麺類製造業 54  31  11  0  

そうざい製造業 883  432  101  3  
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複合型そうざい製造業 6  18  7  0  

冷凍食品製造業 27  33  10  0  

複合型冷凍食品製造業 3  6  0  0  

漬物製造業 94  56  20  0  

密封包装食品製造業 90  40  13  0  

食品の小分け業 31  19  6  0  

 添加物製造業 19  12  4  0  

小  計 12,135  4,219  776  10  

小計（食品関係許可施設） 15,899 
7,069 

（目標 7,800） 
1,877 15 

業  種 
監視対象 
施設数 

監視指導 
 実施件数※２ 指導件数 

行政措置
件数 

食 
品 
関 
係 
届 
出 
施 
設 

 

魚介類販売業（包装済みの魚介類のみの販売） 339  53  0  0  

食肉販売業（包装済みの食肉のみの販売） 412  66  0  0  

乳類販売業 1,472  100  0  0  

氷雪販売業 15  0  0  0  

コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置） 1,223  0  0  0  

弁当販売業 54  79  1  0  

野菜果物販売業 171  85  0  0  

米穀類販売業 128  61  0  0  

通信販売・訪問販売による販売業 41  0  0  0  

コンビニエンスストア 258  55  0  0  

百貨店、総合スーパー 253  281  2  0  

自動販売機による販売業（コップ式自動販売機（自

動洗浄・屋内設置）を除く） 

416  4  0  0  

その他の食料・飲料販売業 830  293  0  0  

添加物製造・加工業（法第 13 条第 1 項の規定に

より規格が定められた添加物の製造を除く。） 

7  0  0  0  

いわゆる健康食品の製造・加工業 14  6  1  0  

コーヒー製造・加工業（飲料の製造を除く。） 100  0  0  0  

農産保存食料品製造・加工業 129  1  0  0  

調味料製造・加工業 38  8  0  0  

糖類製造・加工業 0  0  0  0  

精穀・製粉業 37  1  0  0  

製茶業 62  4  0  0  

海藻製造・加工業 0  0  0  0  

卵選別包装業 8  3  1  0  

その他の食料品製造・加工業 203  25  3  0  

行商 42  0  0  0  

集団給食施設 250  41  1  0  

器具、容器包装の製造・加工業（合成樹脂が使用さ

れた器具又は容器包装の製造、加工に限る。） 

104  2  0  0  

露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業

とみなされないもの 

10  0  0  0  

その他 46  2  0  0  

小  計 6,662 
1,170 

（目標 1,100） 
9 0 

合  計 22,561 
8,239 

（目標 8,900） 
1,886 15 

※１ 年度内に許可継続されたため、年度末時点における施設数は改正食品衛生法に基づく許可で計上 

※２ 届出施設の監視指導実施件数については、届出がされている代表的な業種のみを計上 

 （令和８年 3月末現在） 
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（表２）監視対象施設および監視指導実施件数 

 

※１ 腸管出血性大腸菌、カンピロバクター等食中毒予防対策で監視指導を実施した施設 

※２ 食品、添加物等の夏期一斉監視および年末一斉監視で監視指導を実施した施設 

 

 

  

立入 

回数 
対象施設 監視指導実施件数 

年 ３ 回

以上 

給食弁当製造施設（同一メニューを 1 回 300 食または 1 日

750 食以上調理・提供する施設） 
120 

325 

と畜場および併設食品営業施設 205 

年 2 回

以上 

広域流通食品製造施設（製造の従事者数が 10 人以上の施設。

ただし、食品容器包装製造施設は除く。） 
382 382  

年 1 回 

以上 

認定小規模食鳥処理場および併設食品営業施設（再掲※１） 37 

5,725
（再掲を

除く） 

認定小規模食鳥処理場および併設食品営業施設（その他） 25 

広域流通食品製造施設（製造の従事者数が 10人未満の施設。） 266 

大規模食品販売店（再掲※２） 509 

大規模食品販売店（その他） 68 

新規営業施設・許可更新対象施設 2,661 

食中毒原因施設（前年度に食中毒の原因となった施設） 30 

違反食品原因施設（前年度に不良食品等の原因となった施設） 16 

令和 6 年 10 月１日から令和 7 年９月 30 日の間に、食品

安全監視センターから各保健所へ所管替えされた施設（食品

容器包装製造施設は除く。） 

5 

一斉監視および重点監視の対象施設 2,654 

必要に 

応じ実施 
上記以外の食品営業施設 1,807 １,807 

合計（再掲を除く） 8,239 8,239 
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（表３） 食品、添加物等の夏期一斉監視実施結果 

業  種 
監視指導 

延施設数 

違反件数 

指導件数 施設基準 

違反 

管理運営 

基準違反 

表示基準 

違反 
その他 

食
品
関
係
許
可
施
設
（
旧
食
品
衛
生
法
に
基
づ
く
許
可
） 

飲食店営業 235 26 48 0 18 61 

菓子製造業 91 8 19 1 10 22 

乳処理業 3 2 0 0 0 2 

乳製品製造業 7 2 3 0 0 3 

魚介類販売業 40 1 4 0 5 6 

食品の冷凍または冷蔵業 4 2 2 0 0 2 

かん詰めまたはびん詰食品製造業 1 0 0 0 0 0 

喫茶店営業 2 0 0 0 0 0 

アイスクリーム類製造業 8 0 2 0 1 1 

食肉処理業 1 0 0 0 0 0 

食肉販売業 44 2 6 0 6 9 

食肉製品製造業 4 2 2 0 1 2 

みそ製造業 5 0 0 0 0 0 

醤油製造業 1 1 0 0 0 1 

ソース類製造業 1 1 1 0 0 1 

酒類製造業 1 0 0 0 0 0 

めん類製造業 5 0 2 0 0 2 

そうざい製造業 24 3 4 0 3 7 

清涼飲料水製造業 2 0 0 0 0 0 

小  計 479 50 93 1 44 119 

業  種 
監視指導 

延施設数 

違反件数 

指導件数 施設基準 

違反 

管理運営 

基準違反 

表示基準 

違反 
その他 

 

食
品
関
係
許
可
施
設
（
改
正
食
品
衛
生
法
に
基
づ
く
許
可
） 

 飲食店営業 402 12 24 0 35 62 

 調理の機能を有する自動販売機 1 0 0 0 0 0 

 食肉販売業 46 2 3 0 1 4 

 魚介類販売業 50 0 3 0 3 6 

 魚介類競り売り業 1 0 0 0 0 0 

 乳処理業 1 0 0 0 0 0 

 食肉処理業 25 0 0 0 0 0 

 菓子製造業 142 5 10 5 13 29 

 アイスクリーム類製造業 3 1 0 0 0 1 

 乳製品製造業 5 0 0 0 0 0 

 清涼飲料水製造業 3 2 2 0 0 3 

 水産製品製造業 7 2 0 0 1 3 

 みそ又はしょうゆ製造業 13 0 2 0 3 5 

 酒類製造業 4 0 0 0 1 1 

 豆腐製造業 3 0 0 0 0 0 

 麺類製造業 4 0 4 0 2 2 

 そうざい製造業 91 6 7 2 9 18 

 複合型そうざい製造業 3 2 2 0 0 2 

 冷凍食品製造業 2 0 0 0 0 0 

 複合型冷凍食品製造業 1 0 0 0 0 0 

 漬物製造業 10 0 0 0 1 1 

 密封包装食品製造業 9 0 1 1 4 5 

 食品の小分け業 2 1 1 0 1 1 

小  計 828 33 59 8 74 143 
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小計（食品関係許可施設） 1307 83 152 ９ 118 262 

業  種 
監視指導 

延施設数※ 

違反件数 

指導件数 設備の 

不備 

食品の 

取扱不良 

表示基準

違反 
その他 

食 

品 

関 

係 

届 

出 

施 

設 

 魚介類販売業 29 0 0 0 0 0 

 食肉販売業 33 0 0 0 0 0 

 乳類販売業 54 0 0 0 0 0 

 弁当販売業 28 0 1 1 0 2 

 野菜果物販売業 33 0 0 0 0 0 

 米穀類販売業 28 0 0 0 0 0 

 コンビニエンスストア 10 0 0 0 0 0 

 百貨店・総合スーパー 64 0 0 0 0 0 

 その他の食料・飲料販売業 91 0 0 1 0 1 

 調味料製造・加工業 1 0 0 0 0 0 

 集団給食施設 1 0 0 0 0 0 

 器具、容器包装の製造・加工業 1 0 0 0 0 0 

小  計 373 0 1 2 0 3  

合  計 1,680 83 153 11 118 265 

※届出施設の監視指導延施設数は、監視を行った業種それぞれに計上しています。 

（注）同一施設において、複数項目の違反を発見し指導した場合も指導件数は「１件」と計上しており

ますので、「違反件数」の合計数と「指導件数」は一致しない場合があります。 
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（表４）食品、添加物等の年末一斉監視実施結果 

業  種 
監視指導 

延施設数 

違反件数 

指導件数 施設基準違

反 

管理運営基

準違反 

表示基準 

違反 
その他 

食
品
関
係
許
可
施
設
（
旧
食
品
衛
生
法
に
基
づ
く
許
可
） 

飲食店営業 287 62 112 0 9 133 

 菓子製造業 66 9 17 0 5 21 

 乳製品製造業 1 0 0 0 1 1 

 魚介類販売業 42 6 6 0 1 9 

 食品の冷凍または冷蔵業 2 0 0 0 1 1 

喫茶店営業 3 2 1 0 0 1 

 あん類製造業 1 1 0 0 0 1 

 アイスクリーム類製造業 5 0 0 0 0 0 

 食肉処理業 2 0 1 0 0 1 

 食肉販売業 48 8 6 0 1 11 

 食肉製品製造業 1 0 0 0 1 1 

 食用油脂製造業 1 0 0 0 0 0 

 みそ製造業 4 1 1 0 0 2 

 醤油製造業 1 1 0 0 0 1 

 ソース類製造業 1 1 0 0 1 1 

 酒類製造業 2 1 1 0 0 1 

 豆腐製造業 1 0 1 0 1 1 

 めん類製造業 2 1 1 0 1 2 

 そうざい製造業 16 4 7 0 1 8 

 添加物（規格あり）製造業 2 0 1 0 0 1 

 清涼飲料水製造業 1 0 0 0 0 0 

小  計 489 97 155 0 23 197 

業  種 
監視指導 

延施設数 

違反件数 

指導件数 施設基準

違反 

管理運営

基準違反 

表示基準

違反 
その他 

 

食
品
関
係
許
可
施
設
（
改
正
食
品
衛
生
法
に
基
づ
く
許
可
） 

 飲食店営業 358 15 16 0 2 26 

 食肉販売業 38 1 0 0 0 1 

 魚介類販売業 41 0 1 0 1 2 

 食肉処理業 27 0 2 0 1 3 

 菓子製造業 106 2 3 0 3 4 

 アイスクリーム類製造業 4 2 0 0 2 2 

 乳製品製造業 1 0 0 0 0 0 

 清涼飲料水製造業 6 0 1 0 0 1 

 食肉製品製造業 1 1 0 0 1 1 

 水産製品製造業 2 0 0 0 0 0 

  食用油脂製造業 1 0 0 0 0 0 

 みそ又はしょうゆ製造業 5 1 0 0 1 1 

 酒類製造業 4 0 0 0 0 0 

 麺類製造業 7 1 0 0 1 1 

 そうざい製造業 55 5 5 2 7 13 

 複合型そうざい製造業 4 2 2 0 2 2 

 冷凍食品製造業 2 0 0 0 2 2 

 漬物製造業 5 0 0 0 0 0 

 密封包装食品製造業 6 0 0 0 1 1 

 食品の小分け業 2 0 0 0 1 1 

 添加物製造業 2 0 1 0 0 1 

小  計 677 30 31 2 25 62 

小計（食品関係許可施設） 1,166 127 186 2 48 259 
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業  種 
監視指導 

延施設数※ 

違反件数 

指導件数 設備の 

不備 

食品の 

取扱不良 

表示基準 

違反 
その他 

食品関

係届出

施設 

 魚介類販売業 22 0 0 0 0 0 

 食肉販売業 26 0 0 0 0 0 

 乳類販売業 41 0 0 0 0 0 

 氷雪販売業 7 0 0 0 0 0 

 弁当販売業 19 0 0 0 0 0 

 野菜果物販売業 20 0 0 0 0 0 

 米穀類販売業 16 0 0 0 0 0 

 コンビニエンスストア 6 0 0 0 0 0 

 百貨店・総合スーパー 71 0 0 0 0 0 

 その他の食料・飲料販売業 52 0 0 0 0 0 

 調味料製造・加工業 5 0 0 0 2 2 

 その他の食料品製造・加工業 3 0 0 0 2 2 

 集団給食施設 3 0 0 0 0 0 

小  計 291 0 0 0 4 4  

合  計 1,457 127 186 2 52 263 

 

  ※届出施設の監視指導延施設数は、監視を行った業種それぞれに計上しています。 

（注） 同一施設において、複数項目の違反を発見し指導した場合も指導件数は「１件」と計上して

おりますので、「違反件数」の合計数と「指導件数」は一致しない場合があります。 

 

 

（表５）腸管出血性大腸菌、カンピロバクター等食中毒予防対策実施結果 

対象施設 
監視指導 

延施設数 

口頭指導 

施設数 

指導票交付 

施設数 

文書指導 

施設数 

飲食店等 124 41 30 0 

認定小規模食鳥処理場 

・併設食品営業施設 
37 13 6 0 

合 計 161 54 36 0 
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２ 食品等の試験検査実施状況 

令和７年度は、総計画検体数 1,746検体に対して、1,933検体の検査を実施しました。 

そのうち、県民が特に不安に思っている食品について、計画 280検体に対して 290検体を、監視指導

や自主衛生管理の助言等に必要な調査・研究について、計画 100検体に対して 48検体の検査を実施

しました。 

また、と畜場における衛生的な処理を検証するための微生物検査について、計画 400 検体に対して

792検体の検査を実施しました。 

 

（１）食品衛生法等に基づく試験検査結果 

 県内で製造または販売される食品について、食中毒の発生防止、不良食品の流通防止を図るため、

食品衛生法等に基づく試験検査（理化学検査、食品添加物検査、微生物検査等）を 1,595 検体実施

し、違反食品の排除を行いました。 

 検査の結果、５検体の違反を発見し、当該施設への立入検査、違反食品の流通防止等必要な指導

を行いました。 

 

ア. 食品群別検査検体数 

※試験検査で違反となった検体数のみ計上しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

食 品 群 

（加工品を含

む） 

計画 

検体数 

実施 

検体数 

微生物 
検査 

食品 
添加物
検査 

残留農
薬・ 

動物用医
薬品検査 

放射性 
物質検査 

その他 
検査 

違反 
検体数※ 

魚介類・加工品 82 84 51 33 0 0 0 １ 

冷凍食品 20 18 16 0 0 0 2 0 

肉卵類・加工品 63 77 24 10 43 0 0 0 

乳・乳製品・ 

乳類加工品 
16 19 13 0 0 0 6 0 

アイスクリーム

類・氷菓 
30 45 15 15 0 0 15 ２ 

穀類・加工品（め

ん類を含む） 
42 46 19 5 0 0 22 0 

野菜果物・加工品

（漬物を含む） 
493 478 80 86 121 130 61 0 

菓子類 142 170 84 11 0 0 75 １ 

清涼飲料水 38 40 19 0 0 0 21 0 

弁当・そうざい 237 240 236 0 0 0 4 0 

その他の食品・ 

添加物 
5 20 3 2 5 5 5 １ 

拭取り検査 150 358 358 0 0 0 0 0 

合 計 1,318 1,595 918 162 169 135 211 ５ 
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イ.違反発見状況 

食 品 検体数 検査結果 違反内容 措置内容 

アイスクリー

ム類 
２ 

細菌数超過および大腸菌群陽性、 

大腸菌群陽性 

食品衛生法 

第１３条第２項違反 
始末書徴収 

つくだ煮 1 表示にない保存料（基準値以下）が検出 
食品表示法 

第5条違反 
報告書徴収 

生和菓子 1 表示にない着色料の検出 
食品表示法 

第5条違反 
報告書徴収 

かん詰め食品 1 

「遺伝子組換えでない」旨の表示があるに

も関わらず、遺伝子組換えとうもろこしが

検出 

食品表示法 

第5条違反の疑い 

輸入業者を所管す

る自治体に通報 

合 計 ５    

 

ウ.重点的に実施した試験検査 （再掲） 

 

（ア）食品、添加物等の夏期一斉監視 

 令和７年 7月 1日から 7月 31日にかけて、食品関係営業施設等から食品を 146検体収去し、検

査を実施しました。検査の結果、基準違反はありませんでした。 

食 品 群 
（加工品を含む） 

国産品 輸入品 

検査検体数 違反検体数 検査検体数 違反検体数 

食肉 9 0 0 0 

乳製品及び乳類加工品 8 0 0 0 

めん類 4 0 0 0 

菓子類 32 0 0 0 

野菜果物・加工品 15 0 0 0 

豆腐・加工品 4 0 0 0 

漬物 20 0 0 0 

そうざい・その半製品 49 0 0 0 

弁当 5 0 0 0 

合 計 146 0 0 0 

 

（イ）食品、添加物等の年末一斉監視 

 令和 7 年 12 月 1 日から 12 月 26 日にかけて、食品関係営業施設等から食品を 104 検体収去

し、検査を実施しました。検査の結果、4件で違反があったことから、必要な措置を講じました。 

食 品 群 
（加工品を含む）  

国産品 輸入品 

検査検体数 違反検体数 検査検体数 違反検体数 

魚介類加工品 10 0 0 0 

アイスクリーム類・氷菓 10 2 0 0 

菓子類 8 1 0 0 

めん類 11 0 0 0 

穀類加工品 0 0 3 0 

生鮮野菜・果物 15 0 20 0 

漬物 6 0 0 0 

そうざい・その半製品 12 1 0 0 

弁当 6 0 0 0 

清涼飲料水 3 0 0 0 

合 計 81 4 23 0 
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（ウ）食品中の放射性物質検査 

 県内で製造または流通している食品 135 検体を対象に、放射性物質（セシウム-134、セシウム-

137）の検査を実施しました。検査の結果、基準違反はありませんでした。 

分類 
検体数 

違反検体数 
滋賀県産 県外産 輸入 計 

加工食品（漬物） 10 0 0 10 0 

加工食品（茶葉） ５ 0 0 5 0 

農産物 120 0 0 120 0 

合 計 135 0 0 135 0 

 

（エ）アレルギー物質含有食品検査 

 県内製造食品 40 検体について、原材料として使用されていないアレルゲン（特定原材料由来タ

ンパク質）混入の有無の検査を実施しました。検査の結果、アレルゲンの検出はありませんでした。 

食品 検体数 

「卵」 

混入検査 

「乳」 

混入検査 

「小麦」 

混入検査 

「えび・かに」 

混入検査 

陽性 陰性 陽性 陰性 陽性 陰性 陽性 陰性 

冷凍食品（凍結直前に

加熱された加熱後摂取

冷凍食品） 

2               2 

生めん類 1   1             

生菓子類（洋） 4   1   1   2     

生菓子類（和） 17       5   12     

油菓子・その他 10   4       2   4 

清涼飲料水 2       2         

そうざい 4   2           2 

合 計 40 0 8 0 8 0 16 0 8 

 

（オ）畜産食品の残留動物用医薬品検査 

 安全な畜産食品の流通を図るため、県内で生産または流通している畜産食品計 43検体（食鳥肉

4 検体および牛肉 39 検体）を対象に、動物用医薬品検査を実施しました。食品衛生法で定める基

準値を超えた畜産食品はありませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食品 
検体

数 

検査結果 

検出 不検出 

食鳥肉 
鶏もも肉 2 ０ 2 

合鴨もも肉 2 0 2 

牛肉 

筋肉 13 0 13 

肝臓 13 0 13 

腎臓 13 0 13 

合 計 43 ０ 43 
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（カ）農産物等の残留農薬検査 

県内産農産物計125検体について残留農薬の検査を実施しました。検査の結果、23検体から28の残留農薬

が検出されましたが、食品衛生法で定める基準値を超えた農産物はありませんでした。 

種 類 検体数 
検査 

農薬数 

検出 

農薬数 

基準超過 

農薬数 

野

菜 

ばれいしよ 4 1,056  0 0 

かんしょ 4 1,056  1 0 

だいこん類(ラディッシュを含む)の根 15 3,960  0 0 

かぶ類の根 4 1,056  1 0 

はくさい 10 2,640  3 0 

キャベツ 18 4,752  4 0 

こまつな 1 264  1 0 

カリフラワー 1 264  0 0 

ブロッコリー 2 528  0 0 

レタス(サラダ菜及びちしゃを含む) 3 792  0 0 

にんじん 3 792  0 0 

トマト 7 1,848  6 0 

ピーマン 1 264  1 0 

なす 10 2,640  3 0 

その他のなす科野菜 1 264  0 0 

きゅうり(ガーキンを含む) 7 1,848  2 0 

かぼちゃ(スカッシュを含む) 6 1,584  0 0 

その他のうり科野菜 2 528  0 0 

おくら 2 528  1 0 

小計 101 26,664 23 0 

ね

ぎ

類 

たまねぎ 12 3,480 0 0 

ねぎ(リーキを含む) 3  870 0 0 

その他のゆり科野菜 1 290 0 0 

小計 16 4,640 0 0 

かき 2 516 0 0 

キウィー 1 258 0 0 

小計 3 774 ０ 0 

茶 
茶 5 670 5 0 

小計 5 670 ５ 0 

合 計 125 32,748 28 0 
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（２）広域流通食品の検査によるリスクコミュニケーション事業 

 

県民が特に不安を感じている食品や検査項目についてアンケート調査を実施し、その結果に基づ

いて食品を計 290 検体購入し、規格基準等に定める検査を実施した結果、すべて基準に適合してい

ました。検査の結果等はホームページに順次公表しました。 

 

○滋賀県食の安全情報ホームページ「令和 7年度・広域流通食品の検査事業にかかる検査結果」 

        https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kurashi/syokunoanzen/348419.html 

検査の内容 

食品添加物 
残留 

農薬 
計 指定添加物 指定外添加物 

甘味料 保存料 発色剤 着色料 甘味料 着色料 酸化防止剤 

食品の種類 清涼飲料水 

食肉製品 

・漬物・ 

そ う ざ い

（佃煮）・魚

肉練り製品 

食肉製品 

清涼飲料

水・菓子・

漬物・魚肉

練り製品 

缶詰・

菓子 

漬物・ 

清涼飲料

水・菓子 

冷凍食品・

菓子 

輸入 

農産物 
 

検査検体数 10 45 20 35 25 25 30 100 290 

検査結果 適合  

 

（３）監視指導や自主衛生管理の助言等に必要な調査・研究 

 

監視指導や自主衛生管理の助言等に必要な調査・研究について、48検体の検査を実施しました。 



- 14 - 

３ 食中毒発生状況等 

（１）食中毒発生状況 

 令和 7年度の食中毒事件は、発生件数 6件、患者数 287人でした。 

 

ア 原因施設別発生件数 

 原因施設 事件数 患者数 

飲食店営業 ４ 128 

飲食店営業 

魚介類販売業 

そうざい製造業 

１ 41 

飲食店営業 

魚介類販売業 

食肉販売業 

そうざい製造業 

１ 118 

合  計 ６ 287 

 

イ 病因物質別発生件数  

 病因物質 事件数 患者数 備考（推定原因食品） 

ノロウイルス 4 261 不明 

カンピロバクター ２ 26 不明 

合  計 ６ 287  

 

ウ 月別発生件数  

発生月 事件数 患者数 病因物質 

令和７年 
4 月 1 41 ノロウイルス 

５月 1 ５ ノロウイルス 

令和８年 
2 月 ２ 215 ノロウイルス 

3 月 ２ 26 カンピロバクター 

合 計 ６ 287  

 

 



- 15 - 

（２）食中毒の原因施設への措置状況 

 食中毒発生時には危害拡大防止のため、原因施設に対して食品衛生法に基づく営業停止等の処

分を行うとともに、疫学調査や試験検査等による発生原因の究明を行い、営業者等に対して再発防止

のための衛生指導（食品の衛生的取扱い、従事者の健康管理等）や調理従事者に対する衛生教育

を実施しました。 

 

（３）食中毒予防対策の実施状況 

 食中毒の発生防止を図るため、次の食中毒予防啓発を行いました。 

 

○食中毒注意報の発令（7月～9月） 発令 8回 

○ノロウイルス食中毒注意報の発令（11月～3月） 発令 4回 

○食品衛生月間の実施（8月） 街頭啓発 12か所、講習会 8回 

                                 パネル・ポスター展示：12か所 

○食中毒予防講習会（通年） 事業者等対象 68回 

○食中毒予防に関する情報提供 ホームページ「食の安全」 

 携帯メールマガジン「食の安全プチ通信」 

                                 しらしが（しらせる滋賀情報サービス） 

 

４ 食品等事業者の自主的な衛生管理 

（１）食品等事業者による自主衛生管理の推進 

 保健所の食品衛生監視員と一般社団法人滋賀県食品衛生協会に所属する食品衛生推進員が

連携して、地域の食品営業者等への巡回指導活動を推進し、助言指導を行いました。 

○巡回指導施設数：10,206施設  ○延べ動員数：990人 

 

（２）HACCP に基づく衛生管理の支援・指導 

 滋賀県HACCP適合証明制度に基づく状況確認 

 事業者における衛生管理の取り組み水準の確保および衛生管理向上の動機づけのため、令和

2 年 6 月 1 日に「滋賀県 HACCP 適合証明制度」を創設し、事業者からの求めに応じて、HACCP

に基づく衛生管理に係る基準への適合を証明しています。令和７年度は８施設に証明書を交付し

ました。 
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５ 情報提供および意見交換の実施状況 

（１）消費者および食品等事業者との意見交換会（リスクコミュニケーション）の開催 

開催主体 ： 各保健所、食肉衛生検査所および食の安全推進室 

開催回数 ： 8回 

参加者数 ： 延べ 164人（消費者、食品関係事業者、行政） 

 

（２）食品安全情報の提供 

ア ホームページによる情報提供 

 食の安全に関する情報（食中毒および食中毒注意報等の情報）をホームページ「食の安全情報」

により速やかに、わかりやすく提供しました。 

（https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kurashi/syokunoanzen/16737.html） 

 

イ しらせる滋賀情報サービス（通称『しらしが』）を利用した携帯メールマガジンの発信 

 滋賀県の食中毒、食中毒注意報、食品衛生に関する情報などを登録者に対して発信しました。

（発信回数： 55回） 

 

ウ 食品安全監視センター通信（通称『ぷちリス』）の発信 

 食品等事業者に対し、食品衛生に関する情報等を発信しました。（発信： 5回） 

 

 

６ 食品衛生に係る人材の育成および資質向上 

（１）食品営業関係者に対する講習会等の開催 

ア 食品営業関係者に対する講習会 

 食品衛生の向上を目的として、食品等事業者を対象とした講習会を開催しました。（食中毒予

防講習会、食品営業許可継続講習会、食品表示講習会 他） 

 開催回数： 98回     受講者数： 延べ 2,920人 

 

イ 食品衛生責任者資格認定講習会の指定 

 食品等事業者による自主衛生管理が適切に実施されるように、（一社）滋賀県食品衛生協会が

開催する食品衛生責任者資格認定講習会を知事が指定しました。（開催実績：集合型 12 回およ

び e-ラーニング） 

 

（２）食品衛生監視員等の研修会等への参加 

 食品衛生監視員等の資質向上を図るための研修会を開催したほか、国等が主催する各種研修会に

参加しました。 

（食品衛生監視員研修会、近畿食品衛生監視員研修会、全国食品衛生監視員研修会 他） 

 

 


